
津市災害時協力井戸登録要綱 

 

平成２５年１１月１６日訓第４８号  

 

 改正 令和８年３月２３日訓第７号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、災害時に供給が困難となるおそれがある生活用水（トイ

レ、洗濯等の日常生活に使用する水であって、飲用の目的以外に使用するも

のをいう。以下同じ。）を確保するため、災害時における生活用水を市民に

供給するための井戸（以下「災害時協力井戸」という。）の登録に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （登録の要件） 

第２条 市長は、次に掲げる要件のいずれにも適合する井戸であって、次条第

１項の規定による申出のあった井戸を災害時協力井戸として登録するものと

する。 

⑴ 本市の区域内に所在する井戸であること。 

⑵ 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するも

のであること。 

⑶ 災害時に無償で井戸の使用及び井戸水の提供ができること。 

⑷ 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等が設置されていること。 

⑸ 井戸枠等があり、安全に使用できること。 

⑹ 井戸の所在地等を公表することについて同意が得られること。 

⑺ 本市が井戸の現地調査を行うことについて同意が得られること。 

⑻ 井戸水の水質に係る水素イオン濃度の値が本市の定める基準値を満たす

こと。 

 （登録の手続） 

第３条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸の所有者又は管理者（以

下「所有者等」という。）は、災害時協力井戸登録申出書（第１号様式）を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、現地調査を行い登録の可

否を決定するとともに、災害時協力井戸登録可否決定通知書（第２号様式）

により、申出をした所有者等に通知するものとする。 



３ 市長は、前項の規定により登録の決定をした所有者等（以下「登録者」と

いう。）に対し、災害時協力井戸指定の標識（第３号様式。以下「標識」と

いう。）を交付するものとする。 

４ 登録者は、標識を玄関等の見やすい場所に掲示するものとする。 

５ 市長は、登録の日の属する年度から起算して５年ごとに、現地調査を行う

ものとする。 

６ 第２項又は前項の規定による現地調査の項目は、次のとおりとする。 

 ⑴ 前条の登録要件の確認 

 ⑵ 井戸水の水質調査 

 ⑶ 標識の掲示の確認（前項の規定による現地調査に限る。） 

 （登録の解除） 

第４条 市長は、災害時協力井戸が次のいずれかに該当した場合は、登録を解

除するものとする。 

⑴ 登録者が災害時協力井戸登録解除申出書（第４号様式）により解除を申

し出たとき。 

⑵ 第２条の登録要件を満たさなくなったとき。 

⑶ その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、災害時協力井戸の登録を解除する場合においては、災害時協力井

戸登録解除通知書（第５号様式）により、登録者へ通知するものとする。 

３ 登録者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに標識を本市に

返還しなければならない。 

 （委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、平成２５年１１月１６日から施行する。 

附 則（令和８年３月２３日訓第７号） 

 この訓は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



第１号様式（第３条関係） 

災害時協力井戸登録申出書 

 

年  月  日  

 

（宛先）津市長 

                       （〒     ） 

                      住所   

申出者 氏名        ○印  

                      電話 

                                   

私が所有（管理）する下記の井戸について、津市災害時協力井戸登録

要綱第３条第１項の規定により、災害時協力井戸として登録することを

申し出ます。 

なお、災害時協力井戸の登録を受けようとする時及び５年ごとに現地

調査を行うこと並びに井戸の所在地等を公表することに同意します。 

記 

井戸の所在地  

井戸の所有者 
住所                        

氏名                        

井戸の管理者 
住所                        

氏名                        

設置位置 □宅地内（□屋内□屋外） 

□宅地外（設置位置詳細          ） 

井戸の種類 □掘抜井戸（丸井戸）□打込井戸（筒井戸）□湧水 

くみ上げ方法 □電動ポンプ（□電源 □発電機 □その他    ） 

□手動ポンプ □つるべ式 

使用状況 □飲料水に利用 

□生活用水（洗濯、掃除、風呂等）に利用 

□事業・農業に利用 

□その他（          ） 

水量 □年中よく出る □渇水時には枯れる □不明 



水質の状況 色、濁り、匂い、沈殿物など 

□特に異常はない □その他（具体的に     ） 

※申出者が氏名を自署する場合、押印を省略することができます。 

  



第２号様式（第３条関係） 

災害時協力井戸登録可否決定通知書 

 

                       （記 号 番 号）   

                          年  月  日   

（氏   名） 様 

 

 

                   津市長 （氏   名） 印   

 

      年  月  日付けで申出のありました災害時協力井戸の登録の

可否について、下記のとおり決定しましたので、津市災害時協力井戸登録要

綱第３条第２項の規定により通知します。 

記 

□ 災害時協力井戸に登録します。 

 ・登録の内容 

登録年月日 年    月    日 

井戸の所在地  

井戸の所有者 
住所 

氏名 

井戸の管理者 

住所 

氏名 

井戸の種類  

くみ上げ方法  

その他特記事項  

 

□ 災害時協力井戸に登録しません。 

 ・登録しない理由 

  



第３号様式（第３条、第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標識の仕様 

  縦   ２００㎜ 

  横   １００㎜ 

  材質  プラスチック板 

  地色  白色 

  文字色 青色 

  



第４号様式（第４条関係） 

災害時協力井戸登録解除申出書 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）津市長 

                      （〒       ） 

  住所 

申出者 氏名         ㊞   

電話 

 

  私が所有（管理）し、災害時協力井戸として登録している下記の井戸につ

いて、災害時協力井戸の登録を解除することを申し出ます。 

記  

井戸の所在地  

井戸の所有者 
住所                    

氏名                    

井戸の管理者 
住所                    

氏名                    

※申出者が氏名を自署する場合、押印を省略することができます。 

  



第５号様式（第４条関係） 

災害時協力井戸登録解除通知書 

 

（記 号 番 号） 

                           年  月  日 

（氏   名） 様 

 

 

                   津市長 （氏   名） 印   

 

  あなたが所有（管理）する井戸について、次のとおり災害時協力井戸の登

録を解除することを決定しましたので、津市災害時協力井戸登録要綱第４条

第２項の規定により通知します。 

記  

 

登録解除年月日 年    月    日 

井戸の所在地  

井戸の所有者 
住所 

氏名 

井戸の管理者 
住所 

氏名 

登録解除の理由 

□   年   月   日付けで災害時協力

井戸登録解除申出書の提出があったため 

 

□ 次の理由による 

 

 

 

 

 


